
下記品目は、規制化学物質を原材料に使用しておりませんので「含有無し」とご報告致します。

記

対象品目   ：

EU　RoHS２指令対象10物質

・カドミウム ※ （閾値100ppm）
・鉛 ※ （閾値100ppm）
・水銀 ※ （閾値100ppm）
・六価クロム ※ （閾値100ppm）
・PBB（ポリブロモビフェニル）類 （閾値1000ppm）
・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル）類 （閾値1000ppm）
・DEHP(フタル酸ジ‐２‐エチルエーテル) （閾値1000ppm）
・BBP（フタル酸ブチルベンジル） （閾値1000ppm）
・DBP（フタル酸ジ‐n‐ブチル） （閾値1000ppm）
・DIBP（フタル酸ジイソブチル） （閾値1000ppm）

※ カドミウム、鉛、水銀、六価クロムの重金属含有総合計量を重量比で
100ppm未満とする。『EU包装及び包装廃棄物に関する指令』

以上

規制化学物質不使用報告書

ディックOPPテープ

規制化学物質　：

お取引様各位
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